
平成30年４月　上田市

上田市子ども・子育て支援事業計画
（見直し計画）概要版

すべての子どもが笑顔でしあわせに暮らせるまち
基本理念

大切な視点

上田市 未来っ子かがやきプラン

障がい、疾病、虐待、貧困
など社会的な支援の必要性
が高い子どもやその家族を
含め、全ての子どもや子育
て家庭を対象とし、子ども
の最善の利益を実現します。

子どもの成長を
支える視点

子の育ち

親やその他の保護者が子育
てについての第一義的責任
があります。親として成長
し、子育てに生きがいを感
じることができるよう、妊
娠・出産期からの切れ目の
ない支援を行って行きます。

親の子育てを
支える視点

子 育 て

家庭、学校、地域、職域そ
の他社会のあらゆる分野に
おける全ての構成員が、そ
れぞれの役割を果たし、子
どもの育ちと子育てを支援
します。

地域社会全体で
子育てを支える視点

地　域



計画の趣旨

計画策定の背景

　・平成 24 年 8月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連 3法」が成立し、
平成 27 年 4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

　・上田市では「上田市子ども・子育て支援事業計画」（平成 27 年度～平成 31 年度）を平成
27 年 3 月に策定し、この計画に基づき、質の高い乳幼児の教育・保育やニーズに応じた子
育て支援施策を計画的に実施してきました。

　・市民・地域・企業・市の協働により、市全体で子育てを支え、「子どもが健やかに成長する
ことができる社会の実現」を目指すとの考えを基本に、子どもの ”育ち ” を支える環境を
整備し、地域社会の中で子どもが健やかに成長していける環境を創り出すことを目的に策
定した計画です。

計画の位置付け

　・本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」
として位置付けます。

　・また、本計画は、上位計画である総合計画をはじめ、子育てに関する関連計画との整合を
図り策定しています。

　・計画の中間年である平成 29 年度に、国の基本指針により平成 30 年度から平成 31 年度ま
での計画を見直しました。

中間見直しの内容

　・国の基本方針では、「保育・教育の量の見込み及び確保の方策」について、平成 28 年 4 月
1 日時点の支給認定区分（1～ 3 号認定）ごとの実績値が、計画における量の見込みより
も 10％以上かい離がある場合は見直しが必要としています。上田市ではこのようなかい離
は生じていませんが、出産後の女性の職場復帰が加速しているなど、3歳未満児の入所希
望者が増加していることから、計画値以上に 0～ 2歳児の保育ニーズが高まっているニー
ズに対応して「量の見込み」を上方修正しました。あわせて企業主導型保育事業や地域型
保育事業の参入が想定されるため「確保の方策」も修正しました。

　・また、人口ビジョンによる児童推計等から地域子ども・子育て支援の各事業の実施状況に
応じて目標値の修正を行いました。（裏面参照）

計画の対象

　・上田市に居住するすべての子ども（18 歳未満）と子育て家庭
　・これから子どもを産もうとする市民
　・地域で子育て支援活動を行う市民

計画の推進体制

　・上田市子ども・子育て会議において、
継続的に点検、評価、見直しを行います。



大切な視点 基 本 目 標 基 本 施 策 施策の内容

計画の体系

すべての子どもが笑顔でしあわせに暮らせるまち基本理念

子
ど
も
の
成
長
（
子
の
育
ち
）

すべての子どもの健やかな成長を支えます
　  母子の健康増進及び医療の充実
　　●妊娠・出産期の支援　●子どもの健康　●食育の推進　●医療の充実

　  就学前教育・保育の質の向上
　　●職員配置の充実　●保育士・幼稚園教諭の質の向上　●施設整備等良質な環境の確保　●保育士等の処遇
　　改善と確保　●認定こども園への移行に関する情報提供及び支援の充実

　  多様な保育サービスの充実
　　●延長保育・休日保育・一時預り　●病児保育　●産休後・育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保

　  放課後等の児童の健全育成
　　●児童館・児童センター　●放課後児童クラブ　●職員配置の充実　●職員（児童厚生員、放課後児童支援
　　員等）の質の向上　●地域等との協力　●放課後子ども総合プランに基づく行動計画

　  子どもの生きる力の育成
　　●幼保小中の連携強化　●学習教育の環境や学習内容の充実　●思春期対策　●若者の職業的自立のための
　　支援　●児童・青少年の健全育成の推進

地
域
社
会
全
体
で

子
育
て
を
支
え
る
視
点
（
地
域
）

地域全体で子育てを支えます
　  地域コミュニティの中で子どもをはぐくむ
　　●子育て家庭を応援する環境整備　●地域の子育て関連団体等のネットワークの強化

　  子育てしやすい環境の整備
　　●身近な公園・ひろば等の整備　●良質な住宅の整備　●安心して外出できる環境の整備

　  子どもを事故や犯罪から守る環境づくり
　　●子どもの交通安全の確保　●子どもを犯罪等から守る活動　●子どもを事故から守る活動　
　　●青少年を有害環境・有害情報から守るための取組の推進

仕事と家庭が両立できる環境を整えます
　  ワーク・ライフ・バランスの推進
　　●働き方の見直し　●仕事と子育ての両立のための基盤整備　●出産・育児後の職場復帰支援等
　　●父親の子育てへの参加の促進

親
の
子
育
て
を

　
　
　
支
え
る
視
点

きめ細かな支援で子どもや家庭を支えます
　  支援が必要な子ども・家庭への支援の充実
　　●障がいのある子どもへの支援の充実　●児童虐待防止対策の充実　
　　●ひとり親家庭等への自立支援の充実●社会的養護

安心して子育てができる環境を整えます
　  子育て家庭への相談・情報提供の充実
　　●子育て相談体制の充実　●子育てに関する情報発信の充実　●地域子育て支援拠点事業の充実

　  経済的支援
　　●経済的支援



上田市
子ども・子育て
支援事業計画

量の見込みと確保の内容の見直し

教育・保育施設

地域子ども・子育て支援事業（量の見込み）

区　　分 実績値（H28）

　 ３～５歳児

（１号認定・教育を希望）

量の見込み（人） 1,212 人

確保の内容（人） 1,156 人

　 ３～５歳児

（２号認定・保育を希望）

量の見込み（人） 2,788 人

確保の内容（人） 2,737 人

　 ０～２歳児

（３号認定・保育を認定）

量の見込み（人） 1,239 人

確保の内容（人） 1,337 人

区　　分 実績値（H28）

利用者支援事業 1

地域子育て支援拠点事業 88,496

妊婦健康診査 13,204

乳児家庭全戸訪問事業 1,070

養育支援訪問事業 1,265

子育て短期支援事業　（ショートスティ） 37

（夜間支援） 0

ファミリー・サポート・センター事業 1,479

一時預かり事業（幼稚園の預かり保育） 45,589

（幼稚園の預かり保育以外） 6,868

延長保育、休日保育事業 31,415

病児保育事業 567

放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 1,067

1 号認定 2 号認定 3 号認定

対象年齢 満 3 歳以上の小学校就学前の子ども 満 3 歳未満

対象条件 2 号認定の子ども以外
保護者の就労又は疾病その他の内閣府令で定める事由により、
家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

目標値（H31）

1,200 人

1,200 人

2,761 人

2,761 人

1,424 人

1,390 人

目標値（H31）

1

92,116

14,770

1,026

1,014

25

8

1,300

46,029

8,879

36,843

767

1,230

 ※

※「確保の内容」の不足については、保育士の確保や保育施設の整備を進め確保対策を行う。


